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優良田園住宅建設計画の認定に係る都道府県知事との

協議の廃止 

農林水産省 

国土交通省 
１ 

９ 
幼保連携型認定こども園の保育教諭等の確保に資する

特例措置の延長 
こども家庭庁 ９ 

22 
都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画の医療計画

との一体的策定及び計画期間の見直し 
内閣官房 11 

36 
訪問型サービス等を実施する際の駐車許可に係る手続

の見直し 
警察庁 14 

19 
地域型保育給付費等の支出に係るルールの整備・明確
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こども家庭庁 15 

３ 
里帰り出産における住所地の自治体と里帰り先の自治
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４ 
妊産婦健康診査に係る受診票の統一及び情報共有シス
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12 民生委員・児童委員の選任要件の見直し 厚生労働省 18 

13 
児童扶養手当等の受給資格確認に係る民生委員等の

証明事務の見直し 

こども家庭庁 

厚生労働省 
22 

33 指定障害福祉サービス事業者等が行う届出の合理化 
こども家庭庁 

厚生労働省 
31 

32 
身体障害者福祉法第15条に基づく医師の指定に係る地

方社会福祉審議会への意見聴取の義務付けの廃止 
厚生労働省 33 
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重点番号28：優良田園住宅建設計画の認定に係る都道府県知事との協議の廃止（農林水産省、国土交通省） 



建
設
計
画
の
認
定
手
続
き
を
合
理
的
に
進
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
専
門
部
会
か
ら
の
再
検
討
の
視
点
を
踏
ま
え
た
対
応
方
針
）
【
都
市
計
画
法
】

再
検
討
の
視
点

以
下
の
市
町
村
（
①
か
ら
③
）
に
お
い
て
は
、
都
市
計
画
等
と
の
調
和
の
観
点
か
ら
見
て
も
、
建
設
計
画
の
認
定
に
当
た
り
、

都
道
府
県
知
事
と
協
議
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

①
自
ら
開
発
審
査
会
を
設
置
し
て
い
る
政
令
指
定
都
市
等

②
都
市
計
画
法
第
34
条
第
11
号
又
は
同
条
第
12
号
に
基
づ
き
条
例
に
よ
り
建
設
計
画
に
基
づ
く
開
発
行
為
を
開
発
審
査
会
の

議
を
経
ず
に
自
ら
許
可
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
事
務
処
理
市
町
村

③
都
道
府
県
が
優
良
田
園
住
宅
の
建
設
に
係
る
開
発
行
為
を
開
発
審
査
会
の
包
括
承
認
基
準
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
開

発
審
査
会
の
議
を
経
た
も
の
と
し
て
自
ら
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
当
該
都
道
府
県
内
の
事
務
処
理
市
町
村

回
答
及
び
対
応
方
針

以
下
の
い
ず
れ
か
の
場
合
は
、
都
道
府
県
が
事
前
に
開
発
許
可
基
準
へ
の
適
合
性
を
審
査
す
る
必
要
性
が
な
い
た
め
、
都
市

計
画
法
上
の
観
点
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
の
開
発
許
可
担
当
部
局
と
の
調
整
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

①
建
設
計
画
の
認
定
市
町
村
が
、
開
発
許
可
権
限
を
有
す
る
政
令
指
定
都
市
、
中
核
市
、
施
行
時
特
例
市
の
場
合

②
認
定
さ
れ
た
建
設
計
画
に
基
づ
き
住
宅
を
建
築
す
る
目
的
で
行
う
開
発
行
為
に
つ
い
て
、
都
市
計
画
法
第
34
条
第
11
号
又

は
同
条
第
12
号
に
基
づ
き
条
例
に
区
域
等
を
定
め
て
い
る
場
合

③
認
定
さ
れ
た
建
設
計
画
に
基
づ
き
住
宅
を
建
築
す
る
目
的
で
行
う
開
発
行
為
に
つ
い
て
、
開
発
審
査
会
に
お
い
て
包
括
承

認
基
準
（
※
）
を
定
め
て
い
る
場
合

（
※
）
あ
ら
か
じ
め
一
定
の
も
の
に
つ
い
て
開
発
審
査
会
に
お
け
る
議
を
経
た
も
の
と
し
、
具
体
の
申
請
に
係
る
処
理
に
つ
い
て
は
事
後
の
報
告
で
足
り
る
も

の
と
す
る
等
の
基
準

こ
れ
ら
の
旨
を
周
知
す
る
こ
と
で
手
続
き
の
簡
素
化
が
図
れ
な
い
か
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。
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【
参
考
】
参
考
条
文
等

Ⅰ
－
７
法
第
３
４
条
第
１
４
号
等
関
係

Ⅰ
－
７
－
１
市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
法
第
３
４
条
第
１
４
号
等
の
運
用

（
16
）
優
良
田
園
住
宅

優
良
田
園
住
宅
の
建
設
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
０
年
法
律
第
４
１
号
。以
下
「優
良
田
園
法
」と
い
う。
）
に
よ
る
優
良
田
園
住
宅
に

つ
い
て
は
、同
法
第
５
条
の
規
定
に
よ
り、
法
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
求
め
られ
た
とき
は
優
良
田
園
住
宅
の
建
設
の
促
進
が
図
られ
る
よ
う適
切
な
配

慮
を
す
る
も
の
とさ
れ
て
い
る
こと
か
ら、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
す
る
こと
が
望
ま
しい
。

①
開
発
許
可
基
準
及
び
建
築
許
可
基
準
へ
の
適
合
性
を
審
査
す
る
に
当
た
って
は
、手
続
の
迅
速
化
に
努
め
る
こと
。

②
優
良
田
園
法
第
４
条
に
規
定
す
る
優
良
田
園
住
宅
建
設
計
画
（
以
下
「建
設
計
画
」と
い
う。
）
の
認
定
に
先
立
って
優
良
田
園
住
宅
担
当

部
局
か
ら協
議
を
受
け
た
場
合
に
は
、認
定
を
受
け
た
建
設
計
画
に
係
る
開
発
許
可
又
は
建
築
許
可
の
審
査
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う、
建
設
計

画
に
記
載
され
た
内
容
か
ら判
断
して
、開
発
許
可
基
準
又
は
建
築
許
可
基
準
に
適
合
しな
い
と判
断
され
る
場
合
に
は
必
要
な
意
見
を
述
べ
る

こと
。

③
建
設
計
画
の
申
請
の
段
階
に
お
い
て
、当
該
建
設
計
画
に
係
る
開
発
計
画
が
具
体
的
に
固
ま
って
い
る
場
合
に
は
、建
設
計
画
の
審
査
と並
行

して
開
発
許
可
の
事
前
審
査
等
の
制
度
を
積
極
的
に
活
用
す
る
等
に
よ
り、
建
設
計
画
作
成
上
の
手
戻
りを
防
ぎ
、申
請
者
に
とっ
て
過
度
の
負

担
とな
らな
い
よ
う努
め
る
こと
。

④
開
発
許
可
、特
に
大
規
模
な
開
発
に
係
る
許
可
に
つ
い
て
は
、地
域
の
実
情
に
応
じ、
関
係
部
局
との
横
断
的
調
整
組
織
を
積
極
的
に
設
置
・

活
用
して
調
整
を
図
り、
事
務
処
理
の
一
層
の
迅
速
化
に
努
め
る
こと
。

⑤
法
第
３
２
条
に
基
づ
く公
共
施
設
管
理
者
の
同
意
、協
議
手
続
に
つ
い
て
は
、当
該
市
町
村
が
自
ら優
良
田
園
法
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
基
本
方
針
の
策
定
や
建
設
計
画
の
認
定
を
行
って
い
る
こと
に
鑑
み
、手
続
の
一
層
の
迅
速
化
が
図
られ
る
よ
う、
都
道
府
県
に
あ
って
は
、適

宜
当
該
市
町
村
と連
絡
を
とる
等
可
能
な
限
り開
発
許
可
との
同
時
並
行
的
な
処
理
に
努
め
る
こと
。

⑥
開
発
許
可
の
審
査
に
当
た
って
は
、地
域
の
実
情
に
応
じ横
断
的
調
整
組
織
等
を
活
用
して
、同
様
の
審
査
資
料
に
係
る
様
式
の
統
一
等
提
出

書
類
の
一
層
の
簡
素
化
に
努
め
る
こと
。

⑦
開
発
許
可
の
迅
速
な
運
用
に
資
す
る
観
点
か
らは
、建
設
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
開
発
行
為
を
開
発
審
査
会
の
提
案
基
準
とす
る
こと
や
、

建
設
計
画
に
係
る
土
地
の
区
域
に
つ
い
て
法
第
３
４
条
第
１
１
号
又
は
同
条
第
１
２
号
の
区
域
とし
て
指
定
を
行
うこ
とも
考
え
られ
る
こと

○
開
発
許
可
制
度
運
用
指
針
（
抄
）
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１
．
市
街
化
調
整
区
域
に
お
い
て
許
可
を
受
け
る
こと
が
で
き
る
開
発
行
為
は
、以
下
の
よ
うな
建
物
を
建
設
す
る
た
め
の
行
為

で
あ
り、
都
市
計
画
法
第
34
条
に
各
号
列
記
され
て
い
る
。

第
１
号
周
辺
居
住
者
の
生
活
に
必
要
な
建
物
（
診
療
所
、保
育
所
、食
料
品
店
、理
髪
店
等
）

第
２
号
鉱
物
資
源
、観
光
資
源
等
の
有
効
利
用
上
必
要
な
建
物
（
生
コン
工
場
、観
光
展
望
台
等
）

第
３
号
温
度
、湿
度
、空
気
等
に
つ
い
て
特
別
の
条
件
を
必
要
とす
る
建
物
（
※
許
可
事
例
な
し）

第
４
号
農
林
水
産
業
及
び
関
連
産
業
用
の
建
物
（
貯
蔵
倉
庫
、缶
詰
工
場
等
）

第
５
号
農
林
業
等
の
活
性
化
を
図
る
た
め
に
必
要
な
農
業
用
施
設
、林
業
用
施
設
（
農
林
業
体
験
実
習
施
設
等
）

第
６
号
中
小
企
業
者
の
高
度
化
に
資
す
る
建
物
（
工
業
団
地
、共
同
店
舗
等
）

第
７
号
現
に
稼
働
し
て
い
る
工
場
の
関
連
事
業
に
必
要
な
建
物

第
８
号
危
険
物
の
貯
蔵
や
処
理
の
た
め
の
建
物
（
火
薬
庫
等
）

第
8号
の
２
市
街
化
調
整
区
域
内
の
災
害
レ
ッド
ゾ
ー
ン
か
ら
移
転
す
る
建
物

第
９
号

道
路
交
通
に
必
要
な
建
物
（
ガ
ソ
リン
ス
タ
ン
ド
、道
の
駅
等
）

第
１
０
号

地
区
計
画
に
適
合
す
る
建
物

第
１
１
号

市
街
化
区
域
に
隣
接
・近
接
し
お
お
む
ね
50
戸
以
上
連
た
ん
し
て
い
る
地
域
に
お
け
る
建
物

第
１
２
号

市
街
化
促
進
の
お
そ
れ
が
な
く、
市
街
化
区
域
で
行
うこ
とが
困
難
な
建
物

第
１
３
号

市
街
化
調
整
区
域
が
都
市
計
画
決
定
さ
れ
た
際
に
お
け
る
既
存
の
権
利
者
が
行
う開
発

２
．
上
記
の
よ
うに
類
型
化
で
き
な
い
開
発
行
為
に
つ
い
て
は
、第
三
者
機
関
に
付
議
して
個
別
に
一
件
審
査
す
る
（
都
市

計
画
法
第
34
条
第
14
号
）
。

○
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、都
道
府
県
知
事
が
開
発
審
査
会
の
議
を
経
て
、開
発
区
域
の
周
辺
に
お
け
る
市
街
化

を
促
進
す
る
お
そ
れ
が
な
く、
か
つ
、市
街
化
区
域
内
に
お
い
て
行
うこ
とが
困
難
又
は
著
し
く不
適
当
と認
め
る
開
発
行
為

(参
考
)
立
地
基
準
（
都
市
計
画
法
第
３
４
条
）
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建
設
計
画
の
認
定
手
続
き
を
合
理
的
に
進
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
専
門
部
会
か
ら
の
再
検
討
の
視
点
を
踏
ま
え
た
対
応
方
針
）
【
農
振
法
・
農
地
法
】

再
検
討
の
視
点

提
案
団
体
（
藤
枝
市
）
の
よ
う
に
、
基
本
方
針
に
お
い
て
農
用
地
区
域
を
優
良
田
園
住
宅
の
対
象
区
域
か
ら
除
き
、
か
つ
、
農
地
転
用

許
可
の
権
限
移
譲
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
農
地
の
保
全
の
観
点
か
ら
見
て
も
、
建
設
計
画
の
認
定
に
当
た
っ
て
都
道
府
県
知
事
と
協

議
す
る
必
要
は
な
く
な
る
と
考
え
て
よ
い
か
。

回
答
及
び
対
応
方
針

4

以
下
①
②
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
は
、
都
道
府
県
が
事
前
に
農
地
転
用
許
可
基
準
へ
の
適
合
性
を
審
査
す
る
必
要
性
が
な
い
た
め
、

農
地
法
上
の
観
点
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
の
農
地
転
用
許
可
担
当
部
局
と
の
調
整
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

①
建
設
計
画
の
認
定
市
町
村
が
、
指
定
市
町
村
や
条
例
移
譲
市
町
村
(
権
限
移
譲
さ
れ
て
い
る
面
積
を
超
え
る
農
地
と
な
る
場
合
は
除
く
)
※
の
場
合

②
建
設
計
画
に
含
ま
れ
る
農
地
が
農
用
地
区
域
外
の
第
２
種
又
は
第
３
種
農
地
で
あ
っ
て
、
４
h
a
以
下
で
あ
る
場
合

※
藤
枝
市
は
条
例
移
譲
市
町
村
で
あ
り
、
４
ha
以
下
の
農
地
転
用
許
可
の
権
限
が
移
譲

但
し
、
農
用
地
区
域
外
の
農
地
で
あ
っ
て
も
、

・
第
１
種
農
地
を
転
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
都
道
府
県
知
事
と
の
協
議
が
調
う
こ
と
で
、
特
例
的
に
転
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

・
４
h
a
を
超
え
る
農
地
を
転
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
農
林
水
産
大
臣
と
の
協
議
を
要
す
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
場
合
は
、
都
道
府
県
知
事
と
の
協
議
は
必
要
と
な
る
。

さ
ら
に
、
建
設
す
る
土
地
の
区
域
が
農
用
地
区
域
外
の
農
地
で
あ
る
場
合
に
は
、
農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
の
手
続
き
を
行
う
必
要
が
な

い
た
め
、
事
前
審
査
の
段
階
か
ら
、
建
設
計
画
の
認
定
の
手
続
と
農
地
転
用
許
可
の
手
続
を
並
行
し
て
進
め
る
こ
と
で
、
優
良
田
園
住
宅

建
設
ま
で
の
期
間
を
短
縮
を
図
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
旨
を
周
知
す
る
こ
と
で
手
続
き
の
簡
素
化
・
迅
速
化
が
図
れ
な
い
か
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。
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農
用
地
区
域
外
の
農
地
を
優
良
田
園
住
宅
に
供
す
る
た
め
転
用
す
る
場
合
の
改
善
（
案
）

優
良
田
園
住
宅
建
設

計
画
の
認
定

優
良
田
園
住
宅
建
設

計
画
の
事
前
審
査

優
良
田
園
住
宅
建
設

計
画
の
認
定
手
続
き

→ →

優
良
田
園
住
宅

の
建
設

優
良
田
園
住
宅
建
設

計
画
の
認
定

優
良
田
園
住
宅
建
設

計
画
の
事
前
審
査

優
良
田
園
住
宅
建
設

計
画
の
認
定
手
続
き

→ →
優
良
田
園
住
宅
を
建

設
す
る
た
め
の
農
地

転
用
の
申
し
出
【
事

業
者
→
市
町
村
】

→

農
地
転
用
許
可

申
請

→

農
地
転
用
許
可

→

農
地
転
用
許
可

申
請

→ ※
優
良
田
園
建
設
計
画
の
認
定
と
同
時
に
許
可

農
地
転
用
許
可

→

優
良
田
園
住
宅

の
建
設→

優
良
田
園
住
宅
計
画
の
認
定
手
続

き
と
農
地
法
や
都
市
計
画
法
等
の

許
認
可
手
続
き
を
同
時
に
進
め
る

こ
と
で
住
宅
建
設
ま
で
の
期
間
を

短
縮

優
良
田
園
住
宅
を
建

設
す
る
た
め
の
農
地

転
用
の
申
し
出
【
事

業
者
→
市
町
村
】

→

【
現
行
】

【
改
善
案
】

5
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優
良
田
園
住
宅
の
基
本
方
針
と
住
宅
建
設
計
画
の
記
載
内
容
に
つ
い
て

住
宅
建
設
計
画
（
建
設
事
業
者
）

【
参
考
】
農
振
法
・
農
地
法
と
の
調

整
に
必
要
な
添
付
書
類
（
市
町
村
）

〇
建
設
計
画
は
事
業
者
が
定
め
る
具
体
的
な
事
業
計
画
で
あ
り
、
優
良
田
園
住
宅
の
建
設
に
当
た
り
基
本
的
な
考
え

方
を
定
め
た
基
本
方
針
と
は
重
複
し
な
い
。

〇
特
に
、
農
地
転
用
や
開
発
許
可
等
の
判
断
に
必
要
と
な
る
土
地
の
区
域
や
周
辺
の
土
地
利
用
の
状
況
の
粒
度
が
異

な
り
、
都
道
府
県
知
事
と
の
協
議
を
省
略
す
る
こ
と
は
困
難
。

〇
な
お
、
農
振
法
や
農
地
法
と
の
調
整
を
定
め
た
当
省
の
通
知
で
市
町
村
に
対
し
建
設
計
画
に
添
付
を
求
め
て
い
る

内
容
と
基
本
方
針
又
は
建
設
計
画
の
内
容
が
一
部
重
複
し
て
お
り
、
添
付
書
類
の
記
載
の
簡
略
化
は
検
討
可
能
。

基
本
方
針
（
市
町
村
）

①
優
良
田
園
住
宅
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的

な
方
向

②
優
良
田
園
住
宅
の
建
設
が
基
本
的
に
適
当

と
認
め
ら
れ
る
お
お
よ
そ
の
土
地
の
区
域

に
関
す
る
事
項

③
優
良
田
園
住
宅
が
建
設
さ
れ
る
地
域
に
お

け
る
個
性
豊
か
な
地
域
社
会
の
創
造
の
た

め
に
必
要
な
事
項

④
自
然
環
境
の
保
全
と
の
調
和
、
農
林
漁
業

の
健
全
な
発
展
と
の
調
和
そ
の
他
優
良
田

園
住
宅
の
建
設
の
促
進
に
際
し
配
慮
す
べ

き
事
項

⑤
そ
の
他
必
要
な
事
項

・
優
良
田
園
住
宅
の
需
要
者
と
住
宅
の
イ
メ
ー
ジ
等

・
住
宅
像
の
違
い
に
応
じ
て
区
域
を
定
め
る
が
、
投

機
的
な
土
地
取
得
を
防
止
す
る
た
め
、
即
地
的
に
区

域
を
明
示
す
る
の
で
は
な
く
、
お
お
よ
そ
の
区
域
の

範
囲
を
示
す
こ
と
を
想
定

※
赤
字
は
基
本
方
針
や
住
宅
建
設
計
画
と

重
複
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
項
目

【
円
滑
化
通
知
様
式
】

①
当
該
優
良
田
園
住
宅
建
設
計
画
に

対
す
る
市
町
村
の
基
本
的
考
え
方

②
基
本
方
針
等
に
照
ら
し
て
適
切
で
、

優
良
田
園
住
宅
の
要
件
を
満
た
し
、

良
好
な
住
環
境
の
形
成
が
見
込
ま

れ
る
と
判
断
す
る
理
由

③
良
好
な
居
住
環
境
の
整
備
の
方
針

④
住
宅
建
設
計
画
の
上
地
に
係
わ
る

区
域
の
現
況
地
目
別
面
積

⑤
住
宅
建
設
計
画
に
係
わ
る
区
域
に

農
用
地
区
域
内
の
土
地
が
含
ま
れ

る
場
合
は
そ
の
理
由

⑥
土
地
基
盤
整
備
事
業
の
実
施
状
況

の
観
点
か
ら
特
に
確
認

が
必
要
な
項
目

農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
、
農
地
転
用

都
市
計
画
法
の
開
発
許
可

①
事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

②
計
画
の
区
域
（
地
域
の
名
称
）

③
計
画
区
域
の
土
地
（
地
番
、
地
目
、
面
積
）

及
び
住
宅
設
計
の
概
要
（
建
設
面
積
、
建
ぺ

い
率
、
容
積
率
、
階
数
）

④
建
設
の
着
手
及
び
完
了
の
予
定
年
月
日

⑤
周
辺
の
土
地
利
用
の
状
況
及
び
公
共
施
設
の

整
備
の
状
況

⑥
計
画
区
域
内
の
土
地
利
用
計
画
及
び
公
共
施

設
の
整
備
計
画

⑦
計
画
区
域
内
の
取
水
及
び
排
水
の
計
画
の
概

要

⑧
そ
の
他
基
本
方
針
に
照
ら
し
て
適
切
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
す
る
た
め
に
必
要
な

事
項

6
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優
良
田
園
住
宅
建
設
計
画
の
認
定
と
農
振
法
・
農
地
法
の
手
続
に
つ
い
て
（
農
用
地
区
域
内
）

→
優 良 田 園 住 宅 建 設 計 画 の 認 定

優
良
田
園
住
宅
を
建

設
す
る
た
め
の
農
用

地
区
域
か
ら
の
除
外

の
申
し
出

【
事
業
者
→
市
町
村
】

農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外

（
農
振
法
）

【
市
町
村
→
都
道
府
県
協
議
】

農
地
転
用

（
農
地
法
）

【
事
業
者
→
都
道
府
県
(又
は
市
町
村
)
】

農
地
転
用
許
可
申
請

※
農
用
地
区
域
の
除
外
が
確

実
に
な
っ
た
段
階
で
申
請

※
転
用
候
補
地
の
選
定
や
規

模
の
妥
当
性
等
の
要
件
は
建

設
計
画
認
定
に
お
け
る
都
道

府
県
と
の
協
議
を
通
じ
て
既

に
判
断
さ
れ
て
い
る
た
め
、

資
金
計
画
等
の
事
業
の
確
実

性
の
み
判
断

↓
農
地
転
用
許
可

都
市
計
画
法
の
開
発

許
可
と
同
時
に
許
可

連
絡

調
整※
農
用
地
区
域
内
の
土
地
を

優
良
田
園
住
宅
の
土
地
に
供

す
る
場
合
は
、
建
設
計
画
認

定
後
、
農
用
地
区
域
か
ら
の

除
外
の
手
続
き
を
行
う
必
要

が
あ
る
た
め
、
建
設
計
画
と

一
本
化
し
転
用
許
可
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、

建
設
計
画
の
認
定
の
際
、
農

用
地
区
域
か
ら
の
除
外
・
農

地
転
用
の
要
件
を
実
質
的
に

確
認
し
、
手
続
き
の
迅
速
化

を
図
っ
て
い
る
。

認
定
を
受
け
た
建
設
計
画

に
係
る
土
地
に
つ
い
て
の

み
、
農
用
地
区
域
か
ら
の

除
外
や
農
地
転
用
（
第
１

種
農
地
）
が
認
め
ら
れ
る

農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
の
た

め
の
公
告
・
縦
覧
に
お
い
て
、

認
定
を
受
け
た
建
設
計
画
に
基

づ
く
除
外
で
あ
る
こ
と
を
明
示

す
る
必
要

農
用
地
区
域
か
ら
除
外
さ

れ
て
は
じ
め
て
農
地
転
用

が
可
能

→
→

農
振
法
第
1
1
条
に
よ
る

公
告
・
縦
覧

※
除
外
理
由
（
認
定
を
受
け
た

優
良
田
園
住
宅
建
設
計
画
に
従

い
住
宅
を
建
設
）
を
記
載

↓
都
道
府
県
協
議

※
除
外
の
要
件
は
建
設
計
画
認

定
に
お
け
る
都
道
府
県
と
の
協

議
を
通
じ
て
既
に
判
断
さ
れ
て

い
る
た
め
、
公
告
・
縦
覧
等
の

手
続
の
履
行
の
み
判
断

↓
協
議
に
対
す
る
同
意

↓
農
振
法
第
1
2
条
に
よ
る

公
告

7
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保育士資格等に関する専門委員会の設置について 

令和５年８月 29 日 

こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会決定 

１．設置の趣旨 

 規制改革実施計画（令和５年６月 16 日閣議決定）において、「登録日から３年間は

事業実施区域内でのみ有効となる地域限定保育士の資格を付与する特例措置及び株

式会社を含む多様な法人を地域限定保育士試験の指定試験機関として活用可能とす

る特例措置の全国展開について、今後の児童福祉法 （昭和 22 年法律第 164 号）の改

正に向けて、令和５年度中に詳細な制度の検討を行う。」とされている。また、令和

５年地方分権改革に関する提案募集において、平成 27 年４月の子ども・子育て支援

新制度施行後 10 年間（令和６年度末まで）において設けられている保育教諭の特例

措置を当分の間延長することについて、地方から提案があったところ。 

これらを受け、今般、教育・保育の質の向上を図りつつ、更なる保育士、保育教諭

の人材確保を目的とし、国家戦略特別区域法等を踏まえた地域限定保育士制度につ

いて全国での実施を可能とすることや、幼保連携型認定こども園において配置が求

められている保育教諭の特例措置が令和６年度末で期限を迎えることによる改正等

について検討するため、こども家庭審議会運営規則第５条及びこども家庭審議会幼

児期までのこどもの育ち部会運営細則に基づき、こども家庭審議会幼児期までのこ

どもの育ち部会の下に、「保育士資格等に関する専門委員会」を設置する。 

２．主な検討事項 

（１）地域限定保育士制度の全国での実施を可能とすることに関する事項

（２）保育教諭の特例措置の期限到来を受けた改正に関する事項

（３）指定保育士養成施設における入所資格に係る指定要件の見直しに関する事項

（４）その他保育士資格等に関する事項

重点番号９：幼保連携型認定こども園の保育教諭等の確
保に資する特例措置の延長(こども家庭庁)
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こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会 

保育士資格等に関する専門委員会 委員名簿 

令和５年８月 29 日 

こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会長決定 

こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会運営細則第２条及び第３

条に基づき、こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会保育士資格等

に関する専門委員会委員を以下の通り指名する。 

有村 大士 日本社会事業大学 社会福祉学部 教授 

飯田 美和 舞鶴市 乳幼児教育センター所長 

井上 眞理子 洗足こども短期大学教授 

川端 一光 明治学院大学心理学部教授 

北野 久美 全国保育士会副会長（北九州市 あけぼの愛育保育園園長）

◎ 鈴木 みゆき 國學院大學人間開発学部教授 

東口 房正 全国認定こども園協会副代表理事（こども園ふじ

がお幼稚園園長） 

山縣 文治 関西大学人間健康学部教授 

（50音順、敬称略、◎委員長） 

10



ギャンブル等依存症対策基本法概要

ギャンブル等依存症は、①本人・家族の日常生活・社会生活に支障を生じさせるものであり、
②多重債務・貧困・虐待・自殺・犯罪等の重大な社会問題を生じさせている

ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、
もって①国民の健全な生活の確保を図るとともに、②国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与

１ 目的

ギャンブル等依存症：ギャンブル等（法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その

他の射幸行為）にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態

２ 定義

① ギャンブル等依存症の発症・進行・再発の各段階に応じた防止・回復のための対策を適切に講ずる
とともに、本人・家族が日常生活・社会生活を円滑に営むことができるように支援

② 多重債務・貧困・虐待・自殺・犯罪等の問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮

３ 基本理念

アルコール・薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮

４ アルコール・薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携への配慮

国・地方公共団体・関係事業者・国民・ギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者の責務を規定

５ 責務

国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャンブル等依存症問題
啓発週間（５月14日～20日）を設定

６ ギャンブル等依存症問題啓発週間

① ギャンブル等依存症対策推進基本計画：政府に策定義務（少なくとも３年ごとに見直しを検討）
② 都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画：都道府県に策定の努力義務（少なくとも３年ごとに見直しを検討）
＊ ②については、医療計画・都道府県健康増進計画・都道府県アルコール健康障害対策推進計画等との調和が必要

８ ギャンブル等依存症対策推進基本計画等

① 教育の振興等
② ギャンブル等依存症の予防等に資する事業の実施
③ 医療提供体制の整備
④ 相談支援等
⑤ 社会復帰の支援

⑥ 民間団体の活動に対する支援
⑦ 連携協力体制の整備
⑧ 人材の確保等
⑨ 調査研究の推進等
⑩ 実態調査（３年ごと）

９ 基本的施策

内閣に、内閣官房長官を本部長とするギャンブル等依存症対策推進本部を設置

所掌事務：①基本計画の案の作成・実施の推進、②基本計画に基づく施策の総合調整・実施状況の評価等

10 ギャンブル等依存症対策推進本部

政府にギャンブル等依存症対策を実施するため必要な法制上・財政上の措置等の措置を講ずる義務

７ 法制上の措置等

※ 施行期日：公布の日から起算して３月を超えない範囲内（平成30年10月５日施行）
※ 検討：① 本部については、施行後５年を目途として総合的に検討
※ 検討：② ①のほか、本法の規定全般については、施行後３年を目途として検討

＊ ギャンブル等依存症問題：ギャンブル等依存症及びこれに関連して生ずる多重債務・貧困・虐待・自殺・犯罪等の問題

本部に、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議を設置

委員：ギャンブル等依存症である者等・その家族を代表する者・関係事業者・有識者のうちから内閣総
理大臣が任命（20人以内）

所掌事務：本部による①基本計画の案の作成、②施策の実施状況の評価結果の取りまとめの際に、意見を
述べる

11 ギャンブル等依存症対策推進関係者会議

６11

重点番号22：都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画の医療計画との一体的策定及び計画期間の見直し（内閣官房）



ギャンブル等依存症対策推進基本計画（令和４年変更）【概要】
第一章 ギャンブル等依存症対策の基本的考え方等

第二章 取り組むべき具体的施策 （主なもの）

Ⅰ ギャンブル等依存症問題の現状

Ⅱ ギャンブル等依存症対策の基本理念等

Ⅲ ギャンブル等依存症対策推進基本計画の基本的事項

Ⅳ ギャンブル等依存症対策の推進に向けた施策について

 国内の「ギャンブル等依存が疑われる者」の割合：成人の２.２％ （令和２年度独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター調査結果）

 発症、進行及び再発の各段階に応じた適切な措置と関係者の円滑な日常生活及び社会生活への支援

 多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の関連問題に関する施策との有機的な連携への配慮

 アルコール、薬物等依存に関する施策との有機的な連携への配慮

 推進体制：ギャンブル等依存症対策推進本部（本部長：内閣官房長官）

 基本的な考え方

 ギャンブル等依存症問題啓発週間（５月14日～20日）における積極的な広報活動の実施

 政府においては、全都道府県が速やかに推進計画を策定するよう促進

Ⅰ 関係事業者の取組：基本法第15条関係

Ⅲ 依存症対策の基盤整備・様々な支援：基本法第16～21条関係

Ⅱ 予防教育・普及啓発：基本法第14条関係

Ⅳ 調査研究・実態調査：基本法第22・23条関係

Ⅴ 多重債務問題等への取組

広告宣伝の在り方

アクセス制限
・

施設内の取組

相談・治療に
つなげる取組

依存症対策の
体制整備

・全国的な指針を踏まえた広告・宣伝の取組を推進 [公営競技・ぱちんこ]

・SNSなどの各種媒体を効果的に活用した普及啓発活動の推進 [公営競技・ぱちんこ]

・インターネット投票におけるアクセス制限の強化（購入限度額の設定、視覚的に訴える新たな表示方法の導入） [公営競技]

・自己申告・家族申告プログラムの運用改善と利用促進に向けた広報の強化 [ぱちんこ]

・20歳未満の者の投票券の購入禁止の強化 [公営競技] 18歳未満の可能性がある者に対する年齢確認の徹底 [ぱちんこ]

・施設内・営業所内のＡＴＭ等の撤去等 [公営競技・ぱちんこ]

・自助グループをはじめとする民間団体等に対する経済的支援

[公営競技：補助事業の公募開始（令和３年度～）／ぱちんこ：平成31年度から開始、実績を毎年度公表]

・事業者が設置・運営している相談体制の強化 [公営競技・ぱちんこ]

・従業員教育の推進 、ギャンブル等依存症対策実施規程による対策の強化 [公営競技]

・ぱちんこへの依存防止対策に係る実施規程に基づいた取組の推進 [ぱちんこ]

・「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」による依存防止対策の強化 [ぱちんこ]

・地域連携の強化 [ぱちんこ]

ＰＤＣＡサイクルによる
計画的な不断の取組の推進

多機関の連携・協力による
総合的な取組の推進

重層的かつ多段階的な
取組の推進

相談支援・治療支援

・都道府県・政令指定都市における相談体制の充実 [厚労省]

・ギャンブル等依存症である者等の家族に対する支援の強化 [関係省庁]

・婦人相談員、母子・父子自立支援員、児童相談所職員、障害福祉サービス従事者等における支援強化 [厚労省]

・消費生活相談への的確な対応の確保に向けた地方公共団体に対する支援 [消費者庁]

・多重債務相談窓口・日本司法支援センターにおける相談体制の強化 [金融庁・法務省]

・相談対応等においてギャンブル等依存症に配慮できる司法書士の養成 [法務省]

・全都道府県・政令指定都市における専門医療機関及び治療拠点機関の早期整備 [厚労省]

民間団体支援
・自助グループをはじめとする民間団体が行うミーティング等の活動支援及び連携した普及啓発 [厚労省]

・自助グループをはじめとする民間団体等に対する経済的支援（再掲） [公営競技・ぱちんこ]

社会復帰支援

・ギャンブル等依存症問題を有する生活困窮者の支援 [厚労省]

・ギャンブル等依存症問題を有する受刑者への効果的な指導・支援 [法務省]

・受刑者・保護観察対象者等に対する就労支援の充実 [法務省]

・効果的な普及啓発の検討及び実施 ［内閣官房］

・依存症の理解を深めるための普及啓発 ［厚労省］

・消費者向けの総合的な情報提供及び地域における普及啓発の支援 ［消費者庁］

・青少年等に対する普及啓発の推進 ［消費者庁・文部科学省］

・学校教育における指導の充実、各地域の社会教育施設等を活用した保護者等への啓発の推進 [文科省]

・金融経済教育における啓発 [金融庁]

・産業保健総合支援センター等を通じた職場における普及啓発の推進 [厚労省]

連携協力体制の
構築及び包括的

な支援

・各地域の包括的な連携協力体制の構築及び包括的な支援の実現 [関係省庁]

・都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画の策定促進 [内閣官房]

人材の確保

・医師臨床研修の実施［厚労省］、医学部における教育の充実 ［文科省］

・保健師、助産師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、作業療法士の養成 [厚労省]

・刑事施設職員、更生保護官署職員の育成 [法務省]

・精神保健医療におけるギャンブル等依存症問題の実態把握 [厚労省]

・ギャンブル等依存症が児童虐待に及ぼす影響の調査・検討 [厚労省]

・ギャンブル等依存症問題を有する受刑者に対する教育状況等についての実態把握 [法務省]

・海外競馬の依存症対策に係る調査 [競馬]

・相談データの分析によるギャンブル等依存症問題の実態把握 [公営競技・ぱちんこ]

・貸金業・銀行業における貸付自粛制度の適切な運用の確保及び的確な周知の実施 [金融庁]

・違法に行われるギャンブル等の取締りの強化 [警察庁] 12



（
参
考
）

（
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
基
本
計
画
）

第
１
２
条

政
府
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
ギ
ャ
ン

ブ
ル
等
依
存
症
対
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
基
本

計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
政
府
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
に
関
す
る
状
況
の
変
化
を
勘
案
し
、
並
び
に
第
二
十
三
条
に
規
定
す

る
調
査
の
結
果
及
び
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
の
効
果
に
関
す
る
評
価
を
踏
ま
え
、
少
な
く
と
も
三
年

ご
と
に
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
基
本
計
画
に
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に

は
、
こ
れ
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
計
画
）

第
１
３
条

都
道
府
県
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
基
本
計
画
を
基
本
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該

都
道
府
県
の
実
情
に
即
し
た
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
の
推
進
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
都
道
府
県
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
都
道
府
県
は
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
に
関
す
る
状
況
の
変
化
を
勘
案
し
、
並

び
に
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
調
査
の
結
果
及
び
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策

の
効
果
に
関
す
る
評
価
を
踏
ま
え
、
少
な
く
と
も
三
年
ご
と
に
、
都
道
府
県
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策

推
進
計
画
に
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
実
態
調
査
）

第
２
３
条
政
府
は
、
三
年
ご
と
に
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
問
題
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
必
要
な
調

査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
参

考
）
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
基
本
法
（
平
成

30
年
法
律
第

74
号
）
（
抜
粋
）
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警
察
庁

-
N

at
io

na
lP

ol
ic

e
A

ge
nc

y 
-

訪
問
診
療
等
に
使
用
す
る
車
両
に
係
る
駐
車
許
可
事
務
の
簡
素
合
理
化
に
つ
い
て

【
提
案
募
集
検
討
専
門
部
会
か
ら
の
主
な
再
検
討
の
視
点
】

・
通
達
に
お
け
る
、
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
明
確
化

・
通
達
に
お
け
る
、
警
察
署
担
当
者
に
対
す
る
通
達
趣
旨
の
周
知
徹
底

・
通
達
に
お
け
る
、
申
請
書
類
の
簡
素
化
や
具
体
化
に
つ
い
て
の
明
文
化

・
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
に
つ
い
て
は
、
新
規
申
請
も
行
え
る
よ
う
に
す
る
の
か
。
ま
た
、
い
つ
頃
実
現
さ
れ
る
の
か
。

・
予
め
場
所
と
日
時
が
定
ま
ら
な
い
訪
問
サ
ー
ビ
ス
も
あ
る
た
め
、
よ
り
包
括
的
・
柔
軟
な
対
応
は
可
能
か
。

【
方
針
】

・
簡
素
合
理
化
の
対
象
と
な
る
車
両
の
明
確
化

・
警
察
署
担
当
者
に
至
る
ま
で
の
通
達
趣
旨
の
周

知
徹
底

・
不
要
と
な
る
疎
明
書
面
を
具
体
的
に
明
記

に
つ
い
て
各
都
道
府
県
警
察
へ
指
示

各
都
道
府
県
警
察
の
検
討
・
周
知
状
況
に
つ
い

て
、
警
察
庁
に
お
い
て
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
う
。

１
新
た
な
通
達
の
発
出

過
去
に
許
可
を
受
け
た
申
請
だ
け
で
な
く
、
新
規
・

変
更
申
請
の
オ
ン
ラ
イ
ン
対
応
に
つ
い
て
も
、
「
デ
ジ

タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
重
点
計
画
」
（
令
和
５

年
６
月
９
日
）
を
踏
ま
え
て
、
令
和
７
年
末
ま
で
に
検

討
を
行
う
。

２
警
察
行
政
手
続
サ
イ
ト
の
見
直
し

・
他
の
道
路
利
用
者
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
り
、
渋
滞
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
り
か
ね
な
い
た
め
、
交
通
の
安
全
と

円
滑
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
市
内
一
円
等
の
場
所
を
限
定
し
な
い
駐
車
許
可
は
困
難
。

・
許
可
日
時
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
柔
軟
な
対
応
を
図
る
よ
う
指
示
。

【
よ
り
包
括
的
・
柔
軟
な
駐
車
許
可
に
つ
い
て
】
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重点番号36：訪問型サービス等を実施する際の駐車許可に係る手続の見直し(警察庁)



1

子
ども
・子
育
て
支
援
制
度
に
お
け
る
継
続
的
な
見
え
る
化
に
つ
い
て

都
道
府
県

(市
区
町
村
経
由

)

施
設
・事
業
者

ここ
ｄ

eサ
ー
チ

（
独
）
福
祉
医
療
機
構
が

管
理
・運
営
を
実
施 国

（
こど
も
家
庭
庁
）

【イ
メ
ー
ジ
図
】

１
．
経
緯

○
令
和

4年
12
月
の
公
的
価
格
評
価
検
討
委
員
会
に
お
い
て
、
「
処
遇
改
善
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
医
療
や
介
護
、
保
育
・
幼
児
教
育
な
ど
の

各
分
野
に
お
い
て
、
国
民
の
保
険
料
や
税
金
が
効
率
的
に
使
用
さ
れ
、
一
部
の
職
種
や
事
業
者
だ
け
で
な
く
、
現
場
で
働
く
方
々
に
広
く
行
き
渡
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
費
用
の
使
途
の
見
え
る
化
を
通
じ
た
透
明
性
の
向
上
が
必
要
」
と
さ
れ
た
。

○
令
和
５
年
１
月
よ
り
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
制
度
に
お
け
る
継
続
的
な
見
え
る
化
に
関
す
る
有
識
者
会
議
を
開
催
し
、
令
和
５
年
８
月

28
日
に

報
告
書
を
取
り
ま
と
め
。

2．
主
な
内
容

○
施
設
・
事
業
者
ご
と
の
経
営
情
報
（
収
益
・
費
用
、
職
員
給
与
状
況
等
）
の
報
告
・
届
出
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

○
施
設
・
事
業
者
ご
と
に
人
件
費
比
率
や
モ
デ
ル
賃
金
等
を
公
表
す
る
ほ
か
、
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
た
集
計
・
分
析
結
果
も
公
表
す
る
こ
と
と
す
る
。

経
営
情
報
（
収
益
・費
用
、

職
員
給
与
状
況
等
）
の
報
告
・届
出

子
子
法

58
条
に
基
づ
く報
告
・届
出

各
種
デ
ー
タ
の
確
認

子
子
法
第

58
条
に
基
づ
く公
表

＜
施
設
・事
業
者
ご
とに
公
表
＞

•
運
営
す
る
法
人
に
関
す
る
事
項

•
施
設
等
に
関
す
る
事
項

•
従
業
者
に
関
す
る
事
項

•
教
育
・保
育
等
の
内
容
に
関
す
る
事
項

•
利
用
料
等
に
関
す
る
事
項

•
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と認

め
る
事
項

等

継
続
的
な
見
え
る
化
で
の
公
表
②

＜
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
た
集
計
・分
析
結
果
を
公
表
＞

（
例
）

・施
設
形
態
、運

営
主
体
の
法
人
形
態
、定

員
規
模
、職

員
数
、地

域
区
分
等
に
応
じた
集
計
・分
析
を
実
施

継
続
的
な
見
え
る
化
で
の
公
表
①

＜
施
設
・事
業
者
ご
とに
公
表
＞

（
例
）

・人
件
費
比
率

・モ
デ
ル
賃
金

等

経
営
情
報
（
職
員
給
与
状
況
等
）

経
営
情
報
（
収
益
・費
用
）

継
続
的
な
見
える
化
での
デー
タ取
得

集
計
・分
析
の
実
施

※
黒
字
は
既
存
の
取
組

※
赤
字
は
新
た
な
取
組

教
育
・保
育
情
報
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2

子
ども
・子
育
て
支
援
制
度
に
お
け
る
継
続
的
な
見
え
る
化
の
在
り方
に
つ
い
て

（
令
和
５
年
８
月
２
８
日
子
ども
・子
育
て支
援
制
度
にお
け
る継
続
的
な
見
え
る化
に関
す
る有
識
者
会
議
報
告
書
の
概
要
）

○
原
則
、子

ども
・子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く、
施
設
型
給
付
・地
域
型
保
育
給
付
を
受
け
る
す
べ
て
の
施
設
・事
業
者
を
対
象
とす
る
。

※
た
だ
し、
小
規
模
な
施
設
・事
業
者
に
対
して
は
、公

表
す
べ
き
内
容
・項
目
を
限
定
す
る
等
の
一
定
の
配
慮
を
行
う方

向
で
検
討
。

継
続
的
な
見
え
る
化
の
対
象
とす
る
施
設
・事
業
者

○
全
て
の
施
設
・事
業
者
を
単
位
とし
て
、毎
事
業
年
度
の
経
営
情
報
（
収
益
・費
用
）
に
つ
い
て
報
告
・届
出
を
求
め
る
。

○
この
うち
、人
件
費
等
に
つ
い
て
は
そ
の
内
訳
を
、職
員
配
置
の
状
況
や
職
員
給
与
の
状
況
等
に
つ
い
て
は
、そ
の
詳
細
を
把
握
で
き
る
情
報
も
含
む
。

○
報
告
・届
出
を
求
め
る
経
営
情
報
等
の
具
体
的
な
項
目
に
つ
い
て
は
、「
経
営
実
態
調
査
」に
お
け
る
調
査
項
目
を
基
礎
とし
つ
つ
、「
政
策
検
討
へ
の
活
用

性
の
向
上
」と
「施
設
・事
業
者
へ
の
業
務
負
担
」の
双
方
に
配
慮
し
決
定
す
る
。

○
そ
れ
ぞ
れ
の
経
営
主
体
で
採
用
さ
れ
て
い
る
会
計
基
準
に
応
じ
た
様
式
を
設
け
、ま
た
、そ
れ
ぞ
れ
の
会
計
年
度
に
応
じ
た
報
告
・届
出
期
間
を
設
定
す
る
。

○
幼
稚
園
・保
育
所
・認
定
こど
も
園
等
の
施
設
・事
業
者
の
経
営
情
報
の
公
表
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
等
の
継
続
的
な
見
え
る
化
の
仕
組
み
の
構
築
を
進
め
、

処
遇
改
善
や
配
置
改
善
等
の
検
証
を
踏
ま
え
た
公
定
価
格
の
改
善
を
図
る
こと
を
主
た
る
目
的
とす
る
。

○
加
え
て
、行

政
機
関
に
お
い
て
は
、幼

児
教
育
・保
育
が
置
か
れ
て
い
る
現
状
・実
態
に
対
す
る
国
民
の
正
確
な
理
解
の
促
進
、社

会
情
勢
や
経
営
環
境
の

変
化
を
踏
ま
え
た
的
確
な
支
援
策
の
検
討
、経

営
情
報
の
分
析
を
踏
ま
え
た
幼
児
教
育
・保
育
政
策
の
企
画
・立
案
等
の
実
現
を
目
的
とす
る
。

○
ま
た
、情
報
公
表
の
充
実
を
図
る
こと
に
よ
り、
行
政
機
関
の
み
な
ら
ず
、保
護
者
や子
育
て家
庭
、保
育
士
等
の求
職
者
の意
思
決
定
の支
援
や、
施
設
・事
業
者
の

経
営
分
析
・改
善
の促
進
、ま
た、
研
究
者
によ
る学
術
研
究
や政
策
提
言
の活
性
化
等
、幅
広
い
関
係
者
の
利
益
へ
の
波
及
的
な
効
果
も
期
待
で
き
る
。

○
詳
細
な
経
営
情
報
に
つ
い
て
は
、個
別
の
施
設
・事
業
者
単
位
で
の
公
表
は
行
わ
な
い
。施

設
・事
業
者
の
類
型
、経

営
主
体
の
類
型
、地

域
区
分
の
設

定
、定

員
規
模
な
どの
属
性
に
応
じ
た
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
に
よ
って
集
計
・分
析
し
た
結
果
を
公
表
す
る
。

○
保
護
者
や
保
育
士
等
の
情
報
利
用
者
に
とっ
て
ニ
ー
ズ
の
高
い
、施
設
・事
業
者
の
人
件
費
比
率
や
モ
デ
ル
賃
金
等
の
情
報
に
つ
い
て
は
、解

釈
に
お
い
て
誤

解
が
生
じな
い
よ
うに
す
る
こと
や
施
設
・事
業
者
の
権
利
利
益
が
損
な
わ
れ
な
い
範
囲
とす
る
こと
等
を
前
提
に
、個
別
の
施
設
・事
業
者
単
位
で
公
表
す
る
。

公
表
の
方
法

目
的

報
告
・届
出
を
求
め
る
情
報
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施
策

2
0
2
3
年
度

（
令
和
5
年
度
）

2
0
2
4
年
度

（
令
和
6
年
度
）

2
0
2
5
年
度

（
令
和
7
年
度
）

2
0
2
6
年
度
～

（
令
和
8
年
度
～
）

②
自
治
体
、

介
護
事
業
所

等
と
も
、
必

要
な
情
報
を

安
全
に
共
有

で
き
る
仕
組

み
の
構
築

（
1
/2
）

介
護
情
報
の
共
有

・
介
護
情
報
基
盤

・
介
護
保
険
証
の
ペ
ー
パ
ー

レ
ス
化

予
防
接
種
事
務
の
デ
ジ
タ
ル

化
（
接
種
情
報
・
予
診
票
情

報
の
共
有
等
）

乳
幼
児
・
妊
婦
健
診
情
報
等

の
共
有

公
費
負
担
医
療
及
び
地
方
単

独
医
療
費
助
成
へ
の
オ
ン
ラ

イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム

の
対
応
拡
大

自
治
体
検
診
情
報
の
共
有

診
断
書
等
の
電
子
的
提
出

医
療
D
X
の
推
進
に
関
す
る
工
程
表
を
踏
ま
え
た
今
後
の
進
め
方

（
全
国
医
療
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
構
築
）

２

共
有
す
べ
き
情
報
・

自
治
体
業
務
フ
ロ
ー
等

の
検
討
・
見
直
し

全
国
実
施

シ
ス
テ
ム
開
発
・
改
修

自
治
体
・
介
護
事
業
所
に
お
け
る
対
応
等

希
望
す
る
自
治
体
か
ら

先
行
実
施

•
実
施
自
治
体
・
制
度
の
拡
大

•
基
盤
の
機
能
を
追
加
・
拡
充

•
必
要
に
応
じ
関
連
法
令
等
の
整
備

医
療
機
関
と

自
治
体
間
の

情
報
連
携

基
盤
の
整
備

希
望
す
る
自
治
体
か
ら

先
行
実
施

全
て
の
制

度
に
つ
い

て
、
特
段

の
事
情
が

あ
る
も
の

を
除
き
、

全
国
実
施

調
査
研
究

・
共
有
す
べ
き
自
治
体
検
診
情
報
（
が
ん
検
診
、
骨
粗
鬆
症
検
診
、

歯
周
疾
患
検
診
、
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
）
の
検
討
・
標
準
化
・
規
格
化

・
情
報
連
携
に
向
け
た
技
術
面
・
制
度
面
で
の
検
討

全
国
医
療
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
の
運
用
開
始
に
伴
う
連
携

•
実
施
自
治
体
の
拡
大

•
基
盤
の
機
能
を
追
加
・
拡
充

•
関
連
法
令
等
の
整
備

医
療
機
関
と

自
治
体
間
の

情
報
連
携

基
盤
の
整
備

全
国
実
施

希
望
す
る
自
治
体
か
ら

先
行
実
施

（
自
治
体
標
準
シ
ス
テ
ム
移
行
重
点
期
間
）

医
療
機
関
と

自
治
体
間
の

情
報
連
携

基
盤
の
整
備

希
望
す
る
自
治
体
か
ら

先
行
実
施

•
実
施
自
治
体
・
制
度
の
拡
大

•
基
盤
の
機
能
を
追
加
・
拡
充

•
必
要
に
応
じ
関
連
法
令
等
の
整
備

全
国
実
施

マ
イ
ナ
ポ
申
請
サ
イ
ト
の
改
修

診
断
書
等
の
自
治
体
へ
の
電
子
提
出
の
実
現

順
次
、
対
象
文
書
を
拡
大
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＜
現
行
の
取
扱
＞

○
民
生
委
員
法
に
お
い
て
は
、
民
生
委
員
の
推
薦
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
、
「
当
該
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
」
と
規
定
さ

れ
て
い
る
。

○
こ
れ
は
、
民
生
委
員
は
市
町
村
の
区
域
を
単
位
と
し
て
そ
の
職
務
（※
）を
行
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
地
域
に
相
当
期
間
居
住
し
て
、
地
域
住
民
の
生

活
の
実
情
に
通
じ
て
い
る
者
が
選
任
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
要
件
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
※
）
民
生
委
員
の
職
務

1
．
住
民
の
生
活
状
態
を
必
要
に
応
じ
適
切
に
把
握
し
て
お
く
こ
と

2
．
生
活
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と

3
．
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
に
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
、
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と

4
．
社
会
福
祉
事
業
者
と
密
接
に
連
携
し
、
そ
の
事
業
又
は
活
動
を
支
援
す
る
こ
と

5
．
福
祉
事
務
所
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
の
業
務
に
協
力
す
る
こ
と

6
．
そ
の
他
、
住
民
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
の
活
動
を
行
う
こ
と

（
※
）
児
童
委
員
の
職
務

1
．
児
童
及
び
妊
産
婦
に
つ
き
、
そ
の
生
活
及
び
取
り
巻
く
環
境
の
状
況
を
適
切
に
把
握
し
て
お
く
こ
と
。

2
．
児
童
及
び
妊
産
婦
に
つ
き
、
そ
の
保
護
、
保
健
そ
の
他
福
祉
に
関
し
、
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
に
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
援
助
及
び
指
導
を
行
う
こ
と

3
．
児
童
及
び
妊
産
婦
に
係
る
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
を
経
営
す
る
者
又
は
児
童
の
健
や
か
な
育
成
に
関
す
る
活
動
を
行
う
者
と
密
接
に
連
携
し
、
そ
の
事
業
又
は
活
動
を
支
援
す
る
こ
と

4
．
児
童
福
祉
司
又
は
福
祉
事
務
所
の
社
会
福
祉
主
事
の
行
う
職
務
に
協
力
す
る
こ
と

5
．
児
童
の
健
や
か
な
育
成
に
関
す
る
気
運
の
醸
成
に
努
め
る
こ
と

6
．
そ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
、
児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
の
活
動
を
行
う
こ
と

1

＜
対
応
＞

○
ご
提
案
に
つ
い
て
は
、
民
生
委
員
法
の
規
定
を
踏
ま
え
、
民
生
委
員
の
当
該
地
域
で
の
職
務
（例
：
日
常
的
な
相
談
援
助
、
虐
待
や
生
活
困
窮
な
ど
福
祉
的
課

題
が
あ
る
家
庭
へ
の
訪
問
、
災
害
時
等
の
活
動
、
福
祉
事
務
所
や
児
相
等
へ
の
協
力
等
）に
つ
い
て
、
在
勤
者
の
方
（別
の
市
町
村
に
居
住
し
、
基
本
的
に
勤
務
の
た
め
に
そ
の
時
間
に

当
該
地
域
に
来
訪
し
て
い
る
方
等
）
に
、
適
切
か
つ
継
続
的
に
担
っ
て
い
た
だ
け
る
か
等
の
点
も
含
め
て
、
当
事
者
・関
係
団
体
の
意
見
等
も
踏
ま
え
な
が

ら
、
慎
重
か
つ
丁
寧
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
一
方
で
、
民
生
委
員
活
動
の
担
い
手
の
拡
大
や
負
担
軽
減
に
つ
い
て
は
重
要
な
課
題
。
こ
の
た
め
、
今
後
、
民
生
委
員
の
業
務
内
容
や
業
務

量
等
の
実
態
も
把
握
し
つ
つ
、
関
係
団
体
の
ご
意
見
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
民
生
委
員
協
力
員
に
よ
る
サ
ポ
ー
ト
や
、
業
務
負
担
の
軽
減
策
、
地
域

の
創
意
工
夫
も
活
か
し
た
取
り
組
み
の
促
進
等
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
選
任
要
件
の
見
直
し

令
和
５
年
７
月

2
0
日

地
方
分
権
改
革
有
識
者
会
議

提
案
募
集
検
討
専
門
部
会

（
第

1
5
3
回
）
資
料
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厚
生
労
働
大
臣

【
委
嘱
】

都
道
府
県
知
事
等

【
推
薦
】

市
町
村

民
生
委
員
推
薦
会

【
推
薦
】

【
意
見
】

地 方 社 会 福 祉 審 議 会

民
生
委
員

児
童
委
員

協
議
会

行
政
・社
協
・学
校
・

社
会
福
祉
施
設
・

地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー

等

【
都
市
部
】

（
東
京
23
区
・
指
定
都
市
）

【
町
村
部
】

２
２
０
～
４
４
０
世
帯

７
０
～
２
０
０
世
帯

＜
民
生
委
員
・児
童
委
員
１
人
当
た
り
の
活
動
状
況
＞

（
令
和
３
年
度
実
績
）

＜
相
談
・
支
援
＞

【
担
当
区
域
】

【
活
動
内
容
】

＜
調
査
・
実
態
把
握
＞

＜
行
事
・
会
議
等
へ
の
参
加
＞

＜
地
域
福
祉
活
動
＞
＜
定
例
会
・研
修
等
＞

【
連
携
】

【
支
援
】

●
特
別
職
の
地
方
公
務
員
（無
報
酬
）

●
任
期
３
年

●
守
秘
義
務
あ
り

＜
証
明
事
務
＞

※
活
動
費
は
地
方

交
付
税
の
積
算
に

算
定

2
2
5
,
3
5
6
人

（令
和
４
年
12
月
1日
現
在
）

【
根
拠
法
】
民
生
委
員
法

（
児
童
福
祉
法
第
１
６
条
に
よ
り
児
童
委
員
を
兼
務
）

＜
訪
問
＞

※
委
員
の
人
数
や
構
成
に
つ
い
て
は
市
町
村
長
の
裁
量
に
委
ね
る
。

総
活
動
件
数
：
年
2
,
3
8
1万

件

2
1

.6
件

1
4

.4
件

1
2

.5
件

3
1

.2
件

2
1

.6
件

1
4

2
回

1
.6
件

2

【
参
考
】
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
つ
い
て

令
和
５
年
７
月

2
0
日

地
方
分
権
改
革
有
識
者
会
議

提
案
募
集
検
討
専
門
部
会

（
第

1
5
3
回
）
資
料
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【
参
考
】
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
委
嘱
数
と
充
足
率
の
推
移

○
委
嘱
数
は
長
期
的
に
増
加
。
平
成

1
3
年
度
以
降
の

2
0
年
間
は
横
ば
い
で
約

2
3
万
人
と
な
っ
て
い
る
。

○
充
足
率
（
定
数
に
対
す
る
委
嘱
数
）
は

9
0
％
台
後
半
を
推
移
。

注
１
）
「
福
祉
行
政
報
告
例
」
に
よ
る
各
年
度
末
現
在
の
人
数
。
た
だ
し
、
昭
和
2
3
年
度
は
4
月
1
日
の
人
数
と
し
て
い
る
。

注
２
）
平
成
2
2
年
度
の
数
値
は
、
東
日
本
大
震
災
の
影
響
に
よ
り
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
の
一
部
又
は
全
部
が
未
集
計
。

1
2
1
,6

8
0
 

2
3
1
,1

1
1
 

9
4
.8

%
9
6
.5

%

5
0
.0

%

6
0
.0

%

7
0
.0

%

8
0
.0

%

9
0
.0

%

1
0
0
.0

%

0

5
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
5
0
,0

0
0

2
0
0
,0

0
0

2
5
0
,0

0
0

昭 和 ２ ３ 年 度

昭 和 ４ ０ 年 度

昭 和 ４ ３ 年 度

昭 和 ４ ６ 年 度

昭 和 ４ ９ 年 度

昭 和 ５ ２ 年 度

昭 和 ５ ５ 年 度

昭 和 ５ ８ 年 度

昭 和 ６ １ 年 度

平 成 元 年 度

平 成 ４ 年 度

平 成 ７ 年 度

平 成 １ ０ 年 度

平 成 １ ３ 年 度

平 成 １ ４ 年 度

平 成 １ ５ 年 度

平 成 １ ６ 年 度

平 成 １ ７ 年 度

平 成 １ ８ 年 度

平 成 １ ９ 年 度

平 成 ２ ０ 年 度

平 成 ２ １ 年 度

平 成 ２ ２ 年 度

平 成 ２ ３ 年 度

平 成 ２ ４ 年 度

平 成 ２ ５ 年 度

平 成 ２ ６ 年 度

平 成 ２ ７ 年 度

平 成 ２ ８ 年 度

平 成 ２ ９ 年 度

平 成 ３ ０ 年 度

令 和 元 年 度

令 和 ２ 年 度

令 和 ３ 年 度

委
嘱
数

充
足
率

3

令
和
５
年
７
月

2
0
日

地
方
分
権
改
革
有
識
者
会
議

提
案
募
集
検
討
専
門
部
会

（
第

1
5
3
回
）
資
料
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【
参
考
】
民
生
委
員
活
動
の
負
担
軽
減
、
周
知
・
広
報
に
向
け
た
取
組
例

○
民
生
委
員
の
負
担
軽
減
や
、
新
た
な
地
域
福
祉
の
担
い
手
（将
来
の
民
生
委
員
候
補
者
）の
発
掘
等
を
目
的
に
、
民
生
委
員

の
活
動
を
補
佐
す
る
「民
生
委
員
協
力
員
」を
配
置
。

（
実
施
事
例
）

・
地
域
の
サ
ロ
ン
活
動
等
に
協
力
員
が
参
加
す
る
こ
と
で
、
準
備
等
に
時
間
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
サ
ロ
ン
活
動
が
充
実
す
る
と
と
も
に
、
民
生
委
員
の

負
担
軽
減
に
も
つ
な
が
る
。

・
民
生
委
員
経
験
者
に
協
力
員
を
委
嘱
し
、
民
生
委
員
の
欠
員
地
区
で
の
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
と
と
も
に
、
新
任
民
生
委
員
に
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
こ
と
で
、
新
任
民
生
委
員

が
ポ
イ
ン
ト
を
踏
ま
え
た
活
動
が
可
能
に
。
安
心
感
を
与
え
る
。

・
年
齢
要
件
に
よ
り
退
任
す
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
民
生
委
員
の
後
任
候
補
者
を
協
力
員
に
委
嘱
し
、
民
生
委
員
と
と
も
に
活
動
す
る
中
で
、
民
生
委
員
の
役
割
等
を

学
習
。
協
力
員
を
経
験
後
、
民
生
委
員
に
就
任
。

・
民
生
委
員
が
実
施
す
る
地
域
の
見
守
り
活
動
に
同
行
し
て
補
佐
を
行
う
。

※
協
力
員
の
配
置
人
数
、
委
嘱
者
、
活
動
内
容
、
活
動
費
等
は
自
治
体
に
よ
っ
て
異
な
る
。

○
小
学
生
等
を
対
象
に
、
民
生
委
員
の
役
割
等
に
関
す
る
授
業
を
行
い
、
「子
ど
も
民
生
委
員
」に
委
嘱
。
民
生
委
員
と
一
緒
に

一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
訪
問
や
見
守
り
活
動
な
ど
を
実
施
。
子
ど
も
達
が
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
地
域
の
高
齢
者
に
つ
い

て
考
え
る
機
会
に
な
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
民
生
委
員
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
き
っ
か
け
に
も
な
っ
て
い
る
。

○
民
生
委
員
・児
童
委
員
の
包
括
的
な
相
談
窓
口
と
し
て
、
民
生
委
員
・児
童
委
員
支
援
担
当
者
（
課
長
補
佐
以
上
）
を
庁
内

関
係
各
課
に
置
き
、
関
係
各
課
や
関
係
機
関
と
の
調
整
、
必
要
に
応
じ
て
現
地
に
同
行
す
る
な
ど
、
サ
ポ
ー
ト
体
制
を
構
築
。

（大
分
市
の
民
生
委
員
サ
ポ
ー
ト
体
制
）

子
ど
も
民
生
委
員

民
生
委
員
協
力
員

行
政
の
サ
ポ
ー
ト

【
天
草
市
社
会
福
祉
協
議
会
の
子
ど
も
民
生
委
員
】

●
社
会
福
祉
協
議
会
会
長
よ
り
委
嘱
状
の
交
付

●
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
の
受
講

●
お
年
寄
り
の
方
々
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド
や
児
童
が
育
て
た
花
苗
の
配
布

●
地
域
マ
ッ
プ
作
り

○
仕
事
を
し
な
が
ら
民
生
委
員
活
動
が
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
な
ど
ＩＣ
Ｔ
を
活
用
し
て
、
情
報
共

有
や
定
例
会
議
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
図
る
。

ＩＣ
Ｔ
の
活
用
（タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
等
の
導
入
）

4

令
和
５
年
７
月

2
0
日

地
方
分
権
改
革
有
識
者
会
議

提
案
募
集
検
討
専
門
部
会

（
第

1
5
3
回
）
資
料
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児
童
扶
養
手
当
等
の
受
給
資
格
確
認
に
係
る

民
生
委
員
等
の
証
明
事
務
の
見
直
しに
つ
い
て

厚
生
労
働
省

22

重点番号13： 児童扶養手当等の受給資格確認に係る民生委員等の証明事務の見直し（こども家庭庁）



前
回

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
踏

ま
え

た
対

応
方

針

児
童
扶
養
手
当
等
の
受
給
資
格
確
認
に
係
る
民
生
委
員
等
の
証
明
事
務
の
見
直
し

【
提
案
内
容
】

○
民
生
委
員
が
担
当
区
域
内
す
べ
て
の
住
民
の
生
活
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手
当

を
は
じ
め
、
法
令
や
通
知
等
に
「
民
生
委
員
の
証
明
」
が
必
要
と
記
載
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
載
を
削
除
す
る
こ
と
を
求
め
る

【
現
行
の
取
扱
】

○
児
童
扶
養
手
当
及
び
特
別
児
童
扶
養
手
当
関
係
書
類
市
町
村
審
査
要
領
（
昭
和
48
年
10
月
31
日
児
企
第
48
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
企
画

課
長
通
知
）
等
に
基
づ
き
証
明
事
務
を
民
生
委
員
や
児
童
委
員
等
に
行
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る

※
業
務
独
占
的
に
民
生
委
員
等
が
証
明
事
務
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

【
第
１
次
事
項
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
主
な
意
見
】

○
証
明
事
務
を
行
っ
て
い
る
民
生
委
員
に
つ
い
て
民
生
委
員
以
外
も
証
明
事
務
が
可
能
な
ら
ば
明
確
化
す
る
べ
き
で
は
な
い
か

○
民
生
委
員
以
外
に
証
明
で
き
る
と
い
っ
た
事
が
自
治
体
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か

○
熱
意
を
も
っ
て
証
明
事
務
を
行
っ
て
い
る
民
生
委
員
の
方
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い

○
民
生
委
員
以
外
の
証
明
に
つ
い
て
広
く
周
知
す
る
事
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
証
明
事
務
の
円
滑
化
や
民
生
委
員
の
な
り
手
の
ハ
ー

ド
ル
が
下
が
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か

○
自
治
体
の
ニ
ー
ズ
や
実
態
、
状
況
な
ど
を
把
握
し
た
上
で
民
生
委
員
以
外
を
例
示
し
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か

○
民
生
委
員
に
よ
る
証
明
は
支
給
の
適
正
性
確
保
の
た
め
の
重
要
な
手
続
で
あ
り
、
そ
の
廃
止
は
、
自
治
体
で
の
手
当
認
定
等
事
務
に
与
え

る
影
響
が
大
き
く
、
支
給
事
務
を
担
う
自
治
体
部
局
の
状
況
を
踏
ま
え
た
慎
重
な
検
討
が
必
要
。
一
方
、
社
会
情
勢
の
変
化
な
ど
を
踏
ま
え

た
民
生
委
員
の
負
担
軽
減
も
喫
緊
の
課
題
。
そ
の
た
め
、
事
務
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
の
ニ
ー
ズ
や
実
態
な
ど
を
調
査
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
証
明
可
能
な
民
生
委
員
・
児
童
委
員
以
外
の
者
を
自
治
体
に
周
知
す
る
な
ど
民
生
委
員
の
負
担
軽
減
策
を

検
討
す
る
。
※
前
回
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
踏
ま
え
、
こ
ど
も
家
庭
庁
に
お
い
て
、
自
治
体
に
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
証
明
事
務
の
実
態
調
査
を
依
頼
済

前
回

ま
で

の
内

容

2
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関
係
通
知
（
抜
粋
）

児
童
扶
養
手
当
及
び
特
別
児
童
扶
養
手
当
関
係
書
類
市
町
村
審
査
要
領
に
つ
い
て
（
昭
和
48
年
10
月
31
日
児
企
第
48
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
企
画
課
長
通
知
）

別
冊

児
童

扶
養

手
当

及
び

特
別

児
童

扶
養

手
当

関
係

書
類

市
町

村
審

査
要

領
（

抜
粋

）

第
一

児
童

扶
養

手
当

関
係

書
類

１
認

定
請

求
書

の
審

査
児

童
扶

養
手

当
法

施
行

規
則

（
以

下
「

規
則

」
と

い
う

。
）

第
一

条
の

規
定

に
よ

り
、

市
町

村
（

特
別

区
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
に

、
児

童
扶

養
手

当
認

定
請

求
書

（
以

下
「

認
定

請
求

書
」

と
い

う
。

）
が

提
出

さ
れ

た
場

合
に

は
、

次
の

要
領

に
よ

り
審

査
を

行
う

も
の

と
す

る
こ

と
。

(1
)

（
略

）
(2

)
認

定
請

求
書

に
次

の
書

類
が

添
付

さ
れ

て
い

る
か

ど
う

か
を

審
査

す
る

こ
と

（
規

則
第

１
条

）
。

ア
（

略
）

イ
受

給
資

格
者

が
父

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
、

対
象

児
童

と
一

時
的

に
同

居
し

な
い

で
こ

れ
を

監
護

し
、

か
つ

、
生

計
を

同
じ

く
し

て
い

る
と

き
は

、
そ

の
事

実
を

明
ら

か
に

す
る

こ
と

が
で

き
る

書
類

こ
の

場
合

の
書

類
と

は
、

本
人

の
申

立
書

及
び

学
校

長
、

寄
宿

舎
の

長
、
民
生
委
員
、
児
童
委

員
等

の
証

明
書

で
あ

る
こ

と
。

ウ
受

給
資

格
者

が
母

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
、

対
象

児
童

と
同

居
し

な
い

で
こ

れ
を

監
護

し
て

い
る

と
き

は
、

そ
の

事
実

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
が

で
き

る
書

類
こ

の
場

合
の

書
類

と
は

、
本

人
の

申
立

書
及

び
学

校
長

、
寄

宿
舎

の
長

、
民
生
委
員
、
児
童
委

員
等

の
証

明
書

で
あ

る
こ

と
。

3
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エ
受

給
資

格
者

が
養

育
者

で
あ

る
場

合
に

は
、

対
象

児
童

の
父

及
び

母
の

戸
籍

又
は

除
か

れ
た

戸
籍

の
謄

本
又

は
抄

本
並

び
に

受
給

資
格

者
が

対
象

児
童

を
養

育
し

て
い

る
こ

と
を

明
ら

か
に

す
る

こ
と

が
で

き
る

書
類

こ
の

場
合

の
書

類
と

は
、

本
人

の
申

立
書

及
び
民
生
委
員
、
児
童
委
員
等

の
証

明
書

で
あ

る
こ

と
。

オ
対

象
児

童
の

父
母

が
婚

姻
の

届
出

を
し

て
い

な
い

が
、

事
実

上
の

婚
姻

関
係

と
同

様
の

事
情

で
あ

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

、
事

実
上

の
婚

姻
関

係
を

解
消

し
た

と
き

は
、

そ
の

事
実

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
が

で
き

る
書

類
こ

の
場

合
の

書
類

と
は

、
「

事
実

婚
解

消
等

調
書

」
、

本
人

の
申

立
書

、
住

民
票

の
写

し
及

び
民
生

委
員
、
児
童
委
員
等

の
証

明
書

で
あ

る
こ

と
。

カ
～

ク
（

略
）

(3
)

認
定

請
求

書
に

は
、

所
得

の
状

況
を

記
載

す
る

こ
と

と
な

つ
て

い
る

の
で

所
得

に
関

す
る

次
の

書
類

が
添

付
さ

れ
て

い
る

か
ど

う
か

を
審

査
す

る
こ

と
（

規
則

第
一

条
）

。
ア

～
ウ

（
略

）
エ

受
給

資
格

者
が

前
年

の
一

二
月

三
一

日
に

お
い

て
そ

の
者

の
法

第
九

条
に

規
定

す
る

扶
養

親
族

等
で

な
い

法
第

三
条

第
一

項
に

規
定

す
る

児
童

の
生

計
を

維
持

し
た

と
き

は
、

次
に

掲
げ

る
書

類
等

(ア
)

受
給

資
格

者
が

前
年

（
一

月
か

ら
三

月
ま

で
の

間
に

認
定

請
求

が
あ

つ
た

場
合

は
前

々
年

）
の

一
二

月
三

一
日

に
お

い
て

児
童

の
生

計
を

維
持

し
た

こ
と

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
が

で
き

る
書

類
こ

の
場

合
の

書
類

と
は

、
本

人
の

申
立

書
及

び
民
生
委
員
、
児
童
委
員
等

の
証

明
書

で
あ

る
こ

と
。

4
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第
二

特
別

児
童

扶
養

手
当

関
係

書
類

１
認

定
請

求
書

の
審

査
特

別
児

童
扶

養
手

当
法

施
行

規
則

（
以

下
「

規
則

」
と

い
う

。
）

第
一

条
の

規
定

よ
り

、
市

町
村

に
、

特
別

児
童

扶
養

手
当

認
定

請
求

書
（

以
下

「
認

定
請

求
書

」
と

い
う

。
）

が
提

出
さ

れ
た

場
合

に
は

、
次

の
要

領
に

よ
っ

て
審

査
を

行
う

も
の

と
す

る
こ

と
。

(1
)

（
略

）
(2

)
認

定
請

求
書

に
次

の
書

類
が

添
付

さ
れ

て
い

る
か

ど
う

か
を

審
査

す
る

こ
と

（
規

則
第

１
条

）
。

ア
、

イ
、

ウ
（

略
）

エ
受

給
資

格
者

が
父

又
は

母
で

あ
る

場
合

に
お

い
て

、
支

給
対

象
児

童
と

同
居

し
な

い
で

こ
れ

を
監

護
す

る
と

き
は

、
そ

の
事

実
を

明
ら

か
に

す
る

こ
と

が
で

き
る

書
類

こ
の

場
合

の
書

類
と

は
、

本
人

の
申

立
書

及
び

学
校

長
、

寄
宿

舎
の

長
、
民
生
委
員
、
児
童
委
員
等

の
証

明
書

で
あ

る
こ

と
。

オ
受

給
資

格
者

が
養

育
者

で
あ

る
場

合
に

は
、

支
給

対
象

児
童

の
父

及
び

母
の

戸
籍

又
は

除
か

れ
た

戸
籍

の
謄

本
又

は
抄

本
並

び
に

受
給

資
格

者
が

支
給

対
象

児
童

を
養

育
し

て
い

る
こ

と
を

明
ら

か
に

す
る

こ
と

が
で

き
る

書
類

こ
の

場
合

の
書

類
と

は
、

本
人

の
申

立
書

及
び

学
校

長
、

寄
宿

舎
の

長
、
民
生
委
員
、
児
童
委
員
等

の
証

明
書

で
あ

る
こ

と
。

２
～

４
（

略
）

5

26



３
実

施
主

体
等

２
事

業
の

概
要

・
ス

キ
ー

ム

１
事

業
の

目
的

児
童

扶
養

手
当

○
父
又
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
が
育
成
さ
れ
る
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
生
活
の
安
定
と
自
立
の
促
進
に
寄
与
す
る
た
め
、
当
該
児
童
に
つ
い
て

手
当
を
支
給
し
、
児
童
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
。

＜
支

給
対

象
者

＞
○

18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
（
障
害
児
の
場
合
は
20
歳
未
満
）
を
監
護
す
る
母
等

＜
支

給
要

件
＞

○
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童
、
父
又
は
母
が
死
亡
し
た
児
童
、
父
又
は
母
が
一
定
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
児
童
、
父
又
は
母
の
生
死
が

明
ら
か
で
な
い
児
童
等
を
監
護
し
て
い
る
こ
と
等

＜
手

当
額

（
令

和
５

年
４

月
～

）
＞

○
月
額

・
全
部
支
給
：
４
４
，
１
４
０
円

・
一
部
支
給
：
４
４
，
１
３
０
円
～
１
０
，
４
１
０
円

加
算
額
（
児
童
２
人
目
）

・
全
部
支
給
：
１
０
，
４
２
０
円

・
一
部
支
給
：
１
０
，
４
１
０
円
～

５
，
２
１
０
円

（
児
童
３
人
目
以
降
１
人
に
つ
き
）
・
全
部
支
給
：

６
，
２
５
０
円

・
一
部
支
給
：

６
，
２
４
０
円
～

３
，
１
３
０
円

＜
所

得
制

限
限

度
額

（
収

入
ベ

ー
ス

）
＞
※
前
年
の
所
得
に
基
づ
き
算
定

○
全
部
支
給
（
２
人
世
帯
）
：
１
６
０
万
円

一
部
支
給
（
２
人
世
帯
）
：
３
６
５
万
円

＜
支

給
期

月
＞

○
１
月
、
３
月
、
５
月
、
７
月
、
９
月
、
１
１
月

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
・
市
・
福
祉
事
務
所
設
置
町
村

【
補
助
率
】
国

１
／
３
、
都
道
府
県
・
市
・
福
祉
事
務
所
設
置
町
村

２
／
３

【
受
給
者
数
】
８
５
４
，
５
４
０
人
（
母
：
８
０
８
，
６
５
８
人
、
父
：
４
２
，
１
５
３
人
、
養
育
者
：
３
，
７
２
９
人
）
※
令
和
４
年
３
月
末
現
在

【
改
正
経
緯
】
①
多
子
加
算
額
の
倍
増
（
平
成
２
８
年
８
月
分
手
当
か
ら
実
施
）

②
全
部
支
給
の
所
得
制
限
限
度
額
の
引
き
上
げ
（
平
成
３
０
年
８
月
分
手
当
か
ら
実
施
）

③
支
払
回
数
を
年
３
回
か
ら
年
６
回
に
見
直
し
（
令
和
元
年
１
１
月
分
手
当
か
ら
実
施
）

④
ひ
と
り
親
の
障
害
年
金
受
給
者
に
つ
い
て
の
併
給
調
整
の
方
法
の
見
直
し
（
令
和
３
年
３
月
分
手
当
か
ら
実
施
）

令
和
５
年
度
当
初
予
算
1,
48
6億
円
（
1,
61
8億
円
）
※（
）内
は
前
年
度
当
初
予
算
額

6
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３
認

定
事

務
等

２
概

要

１
目

的

特
別

児
童

扶
養

手
当

○
精
神
又
は
身
体
に
障
害
を
有
す
る
児
童
に
つ
い
て
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
児
童
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
。

＜
対

象
者

＞
○

１
級
：
障
害
基
礎
年
金
の
１
級
に
相
当
す
る
障
害
を
有
す
る
児
童

（
両
眼
の
視
力
が
そ
れ
ぞ
れ
０
．
０
３
以
下
の
も
の
、
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
１
０
０
デ
ジ
ベ
ル
以
上
の
も
の
、
両
上
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す
る
も
の
、
精
神
の
障
害
で

あ
っ
て
日
常
生
活
の
用
を
弁
ず
る
こ
と
を
不
能
な
ら
し
め
る
程
度
の
も
の
、
な
ど
）

２
級
：
障
害
基
礎
年
金
の
２
級
に
相
当
す
る
障
害
を
有
す
る
児
童

（
両
眼
の
視
力
が
そ
れ
ぞ
れ
０
．
０
７
以
下
の
も
の
、
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
９
０
デ
ジ
ベ
ル
以
上
の
も
の
、
一
上
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す
る
も
の
、
精
神
の
障
害
で

あ
っ
て
日
常
生
活
が
著
し
い
制
限
を
受
け
る
か
又
は
日
常
生
活
に
著
し
い
制
限
を
加
え
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
程
度
の
も
の
、
な
ど
）

＜
支

給
要

件
＞

○
２
０
歳
未
満
の
上
記
障
害
児
を
監
護
等
す
る
父
母
（
又
は
養
育
者
）
に
支
給

＜
給

付
月

額
（

令
和

５
年

度
）

＞
○

１
級
：
５
３
，
７
０
０
円

２
級
：
３
５
，
７
６
０
円

＜
所
得
制
限
（
例
示
：
年
収
）
＞

○
１
．
本
人
（
４
人
世
帯
）
７
，
７
０
７
千
円

２
．
扶
養
義
務
者
（
6人
世
帯
）
９
，
４
３
８
千
円

＜
支

払
月

（
定

時
払

い
）

＞
○

４
月
、
８
月
、
１
１
月
若
し
く
は
１
２
月
（
年
３
回
）
※
こ
の
他
に
、
必
要
に
応
じ
て
随
時
払
い
が
あ
る
。

【
認
定
事
務
】
都
道
府
県
、
指
定
都
市
（
申
請
窓
口
は
市
町
村
）

【
負
担
率
】
国
１
０
／
１
０

【
受
給
者
数
（
令
和
３
年
度
末
）
】
２
７
８
，
２
３
６
人
（
１
級
：
９
６
，
０
３
８
人

２
級
：
１
８
２
，
１
９
８
人
）

【
予
算
額
（
令
和
５
年
度
）
】
１
４
３
５
．
３
億
円

7
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生
活

福
祉

資
金

貸
付

に
係

る
民

生
委

員
調

査
書

の
廃

止
に

つ
い

て

1

＜
対
応
＞

○
ご
提
案
に
つ
い
て
は
、
生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
の
沿
革
や
理
念
及
び
目
的
、
民
生
委
員
調
査
書
が
都
道
府
県
社
協
の
貸
付
審
査
や
借
受

人
支
援
に
お
い
て
果
た
す
役
割
等
（
※
）
を
踏
ま
え
、
民
生
委
員
や
社
会
福
祉
協
議
会
の
意
見
等
も
聞
き
な
が
ら
、
負
担
軽
減
の
方
策
等
も
含
め
、

丁
寧
に
検
討
。

※
民
生
委
員
調
査
書
は
、
都
道
府
県
社
協
に
お
け
る
借
入
申
込
者
の
家
庭
の
状
況
把
握
や
貸
付
要
否
の
検
討
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
調
査
書
は
、
そ
の
作
成
過
程
に
お
い
て
民
生
委
員
が
地
域
で
困
り
ご
と
を
抱
え

た
世
帯
と
つ
な
が
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
て
お
り
、
貸
付
が
行
わ
れ
た
後
で
も
、
民
生
委
員
は
相
談
対
応
や
見
守
り
な
ど
の
支
援
を
実
施
し
て
い
る
。

＜
生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
の
沿
革
＞

○
昭
和
3
0
年
、
国
が
民
生
委
員
に
よ
る
世
帯
更
生
運
動
の
助
長
発
展
を
図
る
形
で
、
自
立
助
長
の
た
め
の
資
金
原
資
と
し
て
「世
帯
更
生
資
金
貸

付
制
度
」
を
創
設
。
こ
の
「世
帯
更
生
資
金
貸
付
制
度
」の
拡
充
を
進
め
る
中
で
、
平
成
２
年
に
名
称
を
「生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
」と
変
更
し
、

現
在
に
至
る
も
の
。

→
生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
は
、
民
生
委
員
の
活
動
に
起
源
を
有
し
て
い
る
。

＜
現
行
制
度
＞

○
生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
は
、
低
所
得
者
、
障
害
者
又
は
高
齢
者
に
対
し
、
資
金
の
貸
付
け
と
必
要
な
相
談
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

経
済
的
自
立
及
び
生
活
意
欲
の
助
長
促
進
並
び
に
在
宅
福
祉
及
び
社
会
参
加
の
促
進
を
図
り
、
安
定
し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
、
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
を
実
施
主
体
と
し
て
、
総
合
支
援
資
金
、
福
祉
資
金
、
教
育
支
援
資
金
、
不
動
産
担
保
型
生
活
資
金
の
貸

付
を
実
施
。

○
民
生
委
員
は
、
民
生
委
員
法
第
1
4条
の
職
務
内
容
に
関
す
る
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
福
祉
協
議
会
と
緊
密
に
連
携
し
、
本
貸
付
事
業
の
運
営

に
つ
い
て
積
極
的
に
協
力
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
本
貸
付
事
業
に
関
す
る
具
体
的
な
役
割
と
し
て
は
、

・
都
道
府
県
社
協
及
び
市
町
村
社
協
、
福
祉
事
務
所
等
関
係
機
関
と
連
携
し
た
本
制
度
の
広
報
・周
知
活
動

・
本
制
度
の
利
用
に
関
す
る
情
報
提
供
、
助
言

・
都
道
府
県
社
協
及
び
市
町
村
社
協
の
要
請
に
基
づ
く
、
借
入
申
込
者
及
び
借
受
人
の
属
す
る
世
帯
の
調
査
及
び
生
活
実
態
の
把
握

・
借
受
人
及
び
借
入
申
込
者
の
自
立
更
生
に
関
す
る
生
活
全
般
に
わ
た
る
相
談
支
援

等
で
あ
り
、
借
受
人
及
び
借
入
申
込
者
の
生
活
自
立
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
民
生
委
員
の
相
談
支
援
を
通
じ
た
き
め
細
や
か
な
対
応
を
期
待
。

○
そ
の
中
で
、
福
祉
資
金
等
の
一
部
借
入
の
申
込
時
に
、
民
生
委
員
調
査
書
の
作
成
を
求
め
て
い
る
。

令
和
５
年
７
月

20
日

地
方
分
権
改
革
有
識
者
会
議

提
案
募
集
検
討
専
門
部
会

（
第

15
3回
）
資
料
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：
生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
の
概
要

制
度

概
要

創
設

年
度

昭
和
３
０
年
度

実
施

主
体

都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会

目
的

低
所
得
者
、
障
害
者
又
は
高
齢
者
に
対
し
、
資
金
の
貸
付
け
と
必
要
な
相
談
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
経
済
的
自
立
及
び
生
活

意
欲
の
助
長
促
進
並
び
に
在
宅
福
祉
及
び
社
会
参
加
の
促
進
を
図
り
、
安
定
し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

貸
付

対
象

（
低
所
得
世
帯
）
・
・
・
必
要
な
資
金
を
他
か
ら
借
り
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
世
帯
（
市
町
村
民
税
非
課
税
相
当
）

（
障
害
者
世
帯
）
・
・
・
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者
等
の
属
す
る
世
帯

（
高
齢
者
世
帯
）
・
・
・
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
属
す
る
世
帯

資
金

の
種

類
・
総
合
支
援
資
金
（
生
活
支
援
費
、
住
宅
入
居
費
、
一
時
生
活
再
建
費
）

・
福
祉
資
金
（
福
祉
費
、
緊
急
小
口
資
金
）

・
教
育
支
援
資
金
（
教
育
支
援
費
、
就
学
支
度
費
）

・
不
動
産
担
保
型
生
活
資
金
（
不
動
産
担
保
型
生
活
資
金
、
要
保
護
世
帯
向
け
不
動
産
担
保
型
生
活
資
金
）

貸
付

金
利

子
・
連
帯
保
証
人
を
立
て
た
場
合

無
利
子

・
連
帯
保
証
人
を
立
て
な
い
場
合

年
1.
5％

注
１
教
育
支
援
資
金
、
緊
急
小
口
資
金
は
無
利
子

注
２
不
動
産
担
保
型
生
活
資
金
は
年
3％
又
は
長
期
プ
ラ
イ
ム
レ
ー
ト

（
R5
.4
.3
時
点
年
1.
45
％
）
の
い
ず
れ
か
低
い
利
率

貸
付

手
続

き
の

流
れ

都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会

市
町
村
社
会
福
祉
協
議
会

民
生
委
員

①
申
込
み
※
２

②
相
談
支
援

①
申
込
み
※
１

②
相
談
支
援

④
送
付

③
送
付

（
調
査
書
添
付
）

⑤
貸
付
決
定

⑦
送
金

⑥
借
用
書
提
出

都 道 府 県
国

（
補
助
）

原
資

事
務
費

（
補
助
）

本
人
（
世
帯
）

原
資

事
務
費

※
１

福
祉
費
、
教
育
支
援
資
金
は
、
民
生
委
員
に
申
込
み
。
自
立
更
生
に
関
す
る
相
談
支
援
を
実
施

※
２

総
合
支
援
資
金
、
緊
急
小
口
資
金
、
不
動
産
担
保
型
生
活
資
金
は
、
市
町
村
社
会
福
祉
協
議
会
に
申
込
み

※
３

総
合
支
援
資
金
及
び
緊
急
小
口
資
金
は
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
に
基
づ
く
自
立
相
談
支
援
事
業
等
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
と
と
も
に
、
実
施
主
体
及
び
関
係
機
関
か
ら
貸
付
後
の
継
続
的

な
支
援
を
う
け
る
こ
と
に
同
意
す
る
こ
と
が
条
件
。

2

令
和
５
年
７
月

20
日

地
方
分
権
改
革
有
識
者
会
議

提
案
募
集
検
討
専
門
部
会

（
第

15
3回
）
資
料
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2
0
2
1
年
4
月
1
日

令
和
５
年
９
月
７
日

厚
生
労
働
省

社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部

こ
ど
も
家
庭
庁

支
援
局

障
害
児
支
援
課

業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
届
出
事
項

の
変
更
手
続
の
見
直
し
に
つ
い
て

31

重点番号33：指定障害福祉サービス事業所等が行う届出の合理化（こども家庭庁、厚生労働省）



令
和
５
年
地
方
分
権
改
革
提
案
（
管
理
番
号
8
7
：
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
届
出
事
項

の
変
更
手
続
の
見
直
し
に
つ
い
て
）
に
係
る
今
後
の
対
応
に
つ
い
て

要
望
の
概
要

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
つ
い
て
、
指
定
に
係
る
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
と
、
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
届
出
事
項
の
変
更

の
届
出
の
双
方
の
届
出
事
項
が
重
複
す
る
場
合
に
は
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
変
更
の
届
出
の
省
略
を
可
能
と
す
る
こ
と
。

2

対
応
案

①
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
の
指
定
に
係
る
変
更
の
届
出
と
②
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
変
更
の
届
出
の
双
方
の
届
出
先
が
同
一
の

自
治
体
で
あ
っ
て
、
①
と
②
の
届
出
事
項
が
重
複
す
る
場
合
に
は
、
②
の
届
出
に
係
る
事
務
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
①
の
届
出
書
を
も
っ
て
②

の
届
出
書
が
あ
っ
た
と
み
な
す
措
置
を
行
う
方
向
で
検
討
す
る
。

①
と
②
の
届
出
事
項
の
重
複
の
有
無
に

関
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
届
出
が
必
要

＜
今
後
の
対
応
の
イ
メ
ー
ジ
＞

（
自
治
体
）

（
事
業
者
）

②
の
届
出

①
の
届
出

（
自
治
体
）

（
事
業
者
）

①
・
②
の
届
出

①
と
②
の
届
出
先
が
同
一
の
自
治
体
で
あ
っ
て
、
届
出
事
項
が
重
複

す
る
場
合
、
①
の
届
出
書
を
も
っ
て
②
の
届
出
書
が
あ
っ
た
と
み
な

す
こ
と
に
よ
り
、
②
の
届
出
に
係
る
事
務
負
担
を
軽
減

＜
従
前
の
取
扱
い
＞
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⾝
体
障
害
者
福
祉
法
第
15
条
に
基
づ
く
医
師
の
指
定
に

係
る
地
⽅
社
会
福
祉
審
議
会
へ
の
意
⾒
聴
取
の
義
務
付
け

の
廃
⽌
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
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重点番号32：身体障害者福祉法第15条に基づく医師の指定に係る地方社会福祉審議会への意見聴取の義務付けの廃止（厚生労働省）



提
案

に
係

る
求

め
る

措
置

の
具

体
的

内
容

・
具

体
的

な
支

障
事

例
に
つ
い
て

●
⾝
体
障
害
者
福
祉
法
第
15
条
第
２
項
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
医
師
を
定
め
る
際
に
は
地
⽅
社

会
福
祉
審
議
会
の
意
⾒
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
あ
る
が
、
こ
の
義
務
付
け
を
廃
⽌
す
る
こ
と
を

求
め
る
。

求
め
る
措
置
の
具
体
的
内
容

１

具
体

的
な
支

障
事

例

●
地
⽅
社
会
福
祉
審
議
会
へ
の
意
⾒
聴
取
は
指
定
医
師
の
専
⾨
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
⽬
的
と
考
え
ら

れ
る
が
、
医
師
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
医
師
免
許
証
や
履
歴
書
等
か
ら
、
障
が
い
に
関
す
る
診
療
科

で
の
経
験
年
数
等
の
形
式
的
な
要
件
の
審
査
を
⾏
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
実
際
に
専

⾨
的
な
知
識
が
必
要
に
な
る
ケ
ー
ス
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

●
⾝
体
障
害
者
⼿
帳
の
交
付
申
請
に
当
た
っ
て
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
診
断
書
及
び
意
⾒
書
を

作
成
す
る
医
師
を
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
際
に
は
、
地
⽅
社
会
福
祉
審
議
会
の
意
⾒
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
⽇
程
調
整
等
、
審
議
会
開
催
の
事
務
負
担
が
⼤
き
い
。

●
医
師
の
指
定
に
は
申
請
か
ら
２
〜
３
か
⽉
程
度
の
期
間
を
要
し
て
い
る
が
、
医
師
の
異
動
等
に
よ
っ

て
医
療
機
関
に
指
定
医
師
が
不
在
に
な
っ
た
際
に
、
新
た
な
医
師
の
指
定
申
請
を
し
て
か
ら
認
定
さ
れ

る
ま
で
の
間
は
、
診
断
書
等
を
作
成
で
き
る
指
定
医
師
が
当
該
医
療
機
関
に
⼀
時
的
に
い
な
く
な
っ
て

し
ま
い
、
他
院
で
作
成
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
な
ど
、
市
⺠
に
と
っ
て
も
不
利
益
と
な
る
状
況
が
発

⽣
し
て
い
る
。

15
条
指
定
医
の
指

定
に
係
る
専
⾨
性

の
確
保
に
つ
い
て

（
P2
）

地
⽅
社
会
福
祉
審

議
会
の
運
⽤
の
状

況
に
つ
い
て

（
P3
）
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●
都
道
府
県
知
事
が
法
第
15
条
第
1項

に
規
定
す
る
医
師
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
障
害
分
野
に
関
連
す
る
診
療
経
験
及
び
、
診
断

に
関
す
る
相
当
の
学
識
経
験
を
有
す
る
医
師
に
つ
い
て
⾏
う
も
の
と
す
る
。

●
都
道
府
県
知
事
は
法
第
15
条
第
２
項
の
規
定
に
従
い
意
⾒
を
聴
く
際
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
⼗
分
に
審
査
を
⾏
い
、
15
条
指
定

医
の
専
⾨
性
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
①
診
療
科
名
、
②
医
籍
登
録
⽇
、
③
担
当
し
よ
う
と
す
る
障
害
分
野
、
④
当
該
医
師

の
職
歴
、
⑤
当
該
医
師
の
主
た
る
研
究
歴
と
業
績
、
⑥
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

1
5
条
指
定
医
の
指
定
に
係
る
専
⾨
性
の
確
保
に
つ
い
て

15
条
指
定
医
の
指
定
に
つ
い
て
（
平
成
21
年
12
⽉
24
⽇
付
障
害
保
健
福
祉
部
⻑
通
知
よ
り
）

こ
の
よ
う
な
専
⾨
的
な
経
験
に
つ
い
て
、
客
観
的
か
つ
⼀
律
の
判
断
基
準
を
あ
ら
か
じ
め
国
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
や
、
⾃
治
体
の

⾏
政
職
員
の
み
に
よ
っ
て
そ
の
経
験
の
適
否
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
医
師
の
指
定
の
可
否
を

判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
地
⽅
社
会
福
祉
審
議
会
へ
の
意
⾒
聴
取
は
必
要
な
⼿
続
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
※
）
各
自
治
体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
内
容
や
各
自
治
体
よ
り
過
去
に
聞
き
取
っ
た
内
容
か
ら
障
害
保
健
福
祉
部
に
て
把
握
し
て
い
る
内
容

●
２
年
〜
７
年
以
上
（
障
害
分
野
別
）
の
医
師
と
し
て
の
診
療
年
数
が
あ
る
こ
と

●
認
定
医
や
指
定
医
等
で
あ
る
こ
と
や
、
学
会
へ
の
所
属
・
学
会
の
主
催
す
る
研
修
へ
の
参
加
実
績
が
あ
る
こ
と

●
⼈
⼯
透
析
の
診
療
経
験
や
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
診
療
経
験
が
あ
る
こ
と

●
そ
の
専
⾨
分
野
に
お
け
る
研
究
発
表
や
論
⽂
提
出
が
あ
る
こ
と

等

診
療
経
験
や
学
識
経
験
の
判
断
基
準
例

（
※
）

２
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地
⽅
社
会
福
祉
審
議
会
の
運
⽤
の
状
況
に
つ
い
て

各
⾃
治
体
に
お
い
て
条
例
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
以
下
の
よ
う
な
弾
⼒
的
な
運
⽤
を
⾏
っ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

●
対
⾯
で
の
開
催
の
他
に
、
⼀
定
の
審
議
期
間
を
設
け
た
書
⾯
開
催
や
リ
モ
ー
ト
に
よ
る
開
催
を
⾏
う
こ
と
で
、
開
催
や
諮
問
の
負

担
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

●
⾝
体
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
議
題
（
⾝
体
障
害
者
⼿
帳
交
付
に
係
る
障
害
の
認
定
の
審
査
等
）
を
審
議
す
る
た
め
に
定
期
的
に

開
催
さ
れ
る
地
⽅
社
会
福
祉
審
議
会
で
、
15
条
指
定
医
の
指
定
、
取
り
消
し
に
係
る
審
査
に
関
す
る
議
題
を
取
り
扱
う
こ
と
で
、
個

別
の
⽇
程
調
整
等
の
負
担
を
軽
減
し
て
い
る
事
例
が
あ
る
。

●
15
条
指
定
医
の
指
定
に
関
す
る
審
査
を
⾏
う
た
め
の
少
⼈
数
の
専
⾨
の
部
会
な
ど
を
設
け
、
か
つ
、
当
該
部
会
へ
の
審
議
を
社
会

福
祉
審
議
会
に
お
け
る
審
議
に
代
え
る
こ
と
で
、
弾
⼒
的
な
15
条
指
定
医
の
指
定
を
可
能
と
し
て
い
る
事
例
が
あ
る
。

開
催

方
法

に
つ
い
て

（
※
）

当
該
指
定
医
の
指
定
に
関
す
る
諮
問
の
書
⾯
開
催
や
、
専
⾨
分
科
会
の
下
に
指
定
医
の
審
査
を
⾏
う
少
⼈
数
の
専
⾨
の
部
会
を
設
け

る
な
ど
、
会
議
の
運
営
や
⽇
程
調
整
等
、
審
議
会
の
事
務
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
事
例
に
つ

い
て
周
知
し
て
参
り
た
い
。

（
※
）
各
自
治
体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
内
容
や
各
自
治
体
よ
り
過
去
に
聞
き
取
っ
た
内
容
か
ら
障
害
保
健
福
祉
部
に
て
把
握
し
て
い
る
内
容

３
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